
 

＜報道発表資料＞ 

令和８年２月２６日 

京 都 市 子 ど も 若 者 は ぐ く み 局 

子ども家庭支援課 

 

 

障害児通所支援施設等に対する物価高騰対策支援金 

 

 

 この度、京都市では、物価高騰の状況を鑑み、障害児通所支援事業所、障害児入所施設及

び障害児相談支援事業所（以下「施設等」という。）が安定的な運営を行えるよう、「令和７

年度物価高騰対策支援金」を支給します。 

 

１ 対象事業 

⑴ 光熱費支援事業  

光熱費の高騰による施設等の維持管理費の増額に対応することを目的に、各施設等

の定員数等に応じて支援金を支給する事業 

⑵ 食材費支援事業 

施設等の利用者へ提供する食事の材料費の高騰に対応することを目的に、各施設等

の定員数に応じて支援金を支給する事業 

⑶ 燃料費支援事業 

燃料費の高騰による施設等の維持管理費の増額に対応することを目的に、各施設で

送迎に使用している所有車両数に応じて支援金を支給する事業 

 

２ 基準額及び対象サービス種別 

 基準額及び対象サービス種別は、以下のとおりとする。 

（※）定員数は、令和８年１月１日時点のものとする。 
 

⑴ 光熱費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１２，０００円 

 

【対象サービス種別】福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり６，０００円 

 

【対象サービス種別】児童発達支援、放課後等デイサービス 

 



 

訪
問
系 

【基準額】１事業所当たり４２，０００円 

 

【対象サービス種別】居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

 

相
談
系 

【基準額】１事業所当たり４２，０００円 

 

【対象サービス種別】障害児相談支援 

 

※ 多機能型事業所に関する特例を活用し、通所系の分類の中で複数の指定を受

けているときは、一体的な運用をしている施設として扱うため、重複して支給を

受けることはできない。ただし、同特例を活用せず、通所系の分類の中で複数の

指定を受けているときは、重複して支給を受けることができる。 

※ 訪問系の分類のなかで複数の指定を受けていても、重複して支給を受けるこ

とはできない。なお、通所系及び訪問系といったような、分類を超えて複数の指

定を受けているときは、分類単位で支給を受けることができる。 

※ 相談系については、計画相談支援及び障害児相談支援の指定を受けている場

合は、保健福祉局が行う「障害者施設等における物価高騰対策支援金」の対象と

なり、重複して支給を受けることはできない。 

 

⑵ 食材費支援事業 

入
所
系 

【基準額】定員１人当たり１８，０００円 

 

【対象サービス種別】福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

 

通
所
系 

【基準額】定員１人当たり６，０００円 

 

【対象サービス種別】食事提供を行う児童発達支援センター 

 

 

⑶ 燃料費支援事業 

入
所
系 

【基準額】自動車１台当たり１８，０００円 

 

【対象サービス種別】福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

 

通
所
系 

【基準額】自動車１台当たり１８，０００円 

 

【対象サービス種別】児童発達支援、放課後等デイサービス 

 

 

 

 

 



 

３ 給付要件 

 以下、すべての要件を満たすこと 

① 「２ 基準額及び対象サービス種別」に定める施設等であり、京都市内に所在してサ

ービスの提供を行っていること 

② 令和８年１月１日時点で京都市において児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、

障害児入所施設及び障害児相談支援事業の指定を受けていること 

③ 令和８年１月３１日時点で京都市に対し令和７年１０月及び１１月の両方に各施設

のサービス提供実績に基づく給付費の請求があること 

④ 児童福祉法第２１条の５の２２、第２４条の１５及び第２４条の３４に基づく監査

の実施中ではないこと 

 

４ スケジュール（予定） 

⑴ 光熱費支援事業及び食材費支援事業 

令和８年２月２６日（木） 各支給対象施設等に対して、支援金の金額及びその内訳

（対象事業種別ごと）が分かる確認書を郵送 

   ～３月 ９日（月） 各支給対象施設等から必要に応じて振込希望先の口座

情報などについてオンライン上で届出 

   ～３月３１日（火） 支援金の支払い 

⑵ 燃料費支援事業 

令和８年２月２６日（木） 各支給対象施設等に対して、確認書を郵送 

～４月３０日（木） 各支給対象施設等から保有する車両台数の情報等につ

いてオンライン上で届出 

   ～５月２９日（金） 支援金の支払い 

 

＜お問合せ先＞ 

 京都市子ども若者はぐくみ局 

子ども若者未来部子ども家庭支援課（発達支援担当） 

電話：０７５－２２２－３９３７ 


